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Ⅰ 基本事項の整理 ２０２２年（令和４年）２月 
 

 

国民宿舎「仙酔島」（以下「旧国民宿舎」という。）は，1960 年（昭和 35 年）の開業か

ら約 60 年にわたり，自然とのふれあいを通じた健全な保健休養のための場として市民の

福祉の向上と，観光客の利便施設として福山市の観光振興の一翼を担ってきた。しかし，

施設の老朽化が著しいことから，2021年（令和３年）３月末をもって営業を終了した。 

昨今の訪日外国人客や情報感度が高い旅行者は，日本らしい生活や風景に触れ，新たな 

価値観を得ることができる場所や体験を求めており，そういった観点から瀬戸内の暮らしや豊かさが感じら

れるエリア（鞆の浦も含む）は国内外からも非常に注目されている。 

そこで，仙酔島のにぎわい創出，引いては瀬戸内の観光需要等の受け皿となるような旧国民宿舎の跡地利活

用の方針を示すとともに，必要な機能や施設の整備の手法などを示すことを目的とした基本構想を策定する

ものである。 

 

国民宿舎の跡地利活用に関連する本市の上位計画や広島県，国等の動向を整理する。 

①本市の上位計画 

上位計画 概要（計画地に係る方針等） 

福山みらい創造 

ビジョン(2021.3) 

2025 年度(令和 7 年度)までを目標とする５つの挑戦と各柱を示しており，本件

に関連する柱として，「★戦略的な観光振興」や「☆歴史・文化の薫るまちづくり

（福山城築城 400年）」のなかで次の取組を掲げている。 
 

福山市都市マスター 

プラン(2008.12) 

当地に係る地域別構想の方針等は以下のとおりである。 

鞆地区まちづくり 

マスタープラン 

(1996.3) 

本計画においては，仙酔島は直接的に計画範囲に含まれていないが，鞆の浦が広

域観光ネットワークの形成に資する観光拠点の形成が図られる場合，海上ネットワ

ークにより仙酔島との連携を強化することを掲げている。 

②県や国等の動向 

上位計画 概要 

【広島県】 

安心・誇り・挑戦 

ひろしまビジョン 

(2020.10) 

自然公園における取組の方向性は以下のとおりである。 

 

 

周辺の動向 概要 

【広島県】 

東西交通・ 

交流拠点整備事業 

現在，鞆の町中を迂回するトンネルを含むバイパス整備に合わせて，県と市におい

て，鞆地区の東側と西側にそれぞれ交通・交流拠点の整備構想を検討している。 

東西拠点の詳細な機能は確定していないが，交通及び観光の結節点として，新たな

駐車場（観光バス，一般），バス・タクシーの乗降場等の整備を検討している。また，

仙酔島と東西拠点を結ぶ市営渡船の航路を開設することが計画されており，海上アク

セスの利便性の向上が期待されている。 

【環境省】 

国立公園満喫 

プロジェクト 

環境省では，阿寒摩周国立公園，十和田八幡平国立公園，日光国立公園，伊勢志摩

国立公園，大山隠岐国立公園，阿蘇くじゅう国立公園，霧島錦江湾国立公園，慶良間

諸島国立公園の 8か所の国立公園で「国立公園ステップアッププログラム 2020」を策

定し，2020年(令和 2年)を目標にインバウンド対応の取組を計画的・集中的に実施し，

日本の国立公園を世界の旅行者が長期滞在したいと憧れる旅行目的地とする計画を掲

げた。 

瀬戸内海国立公園は含まれていないが環境省としても，官民連携による国立公園の

特徴を活かした滞在体験の提供を積極的に推進している状況である。 

本件においても環境省の補助メニューなど，国の動きに注視していく必要がある。 

【福山市】 

ワーケーション 

ふくやま 

福山市には，テレワークを行いつつ，瀬戸内ならではの休暇の過ごし方など非日常

を体験・満喫できる環境が整っており，旧国民宿舎もワーケーションのできる協力施

設の一つとして紹介した。 

また，2020年（令和２年）２月に，「第１回ワーケーションふくやま推進研究会」が

開催され，首都圏等の人材や企業に一定期間，福山市で働き，暮らすことの魅力を体

験する機会を提供し，その後の移住や首都圏等の人材，企業の誘致につなげる「ワー

ケーションふくやま」の推進を進めている。 

 

①旧国民宿舎及び野営場等の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本構想の目的 

３ 施設整備に係る基本的事項等 

旧国民宿舎 

２ 関連計画 

渡船場 

野営場 

旧国民宿舎敷地 

※上記に示す敷地範囲は概ねの範囲を示すものであり，公図境界と一致するものではない。 

（上図）■東西拠点の位置 

（右図）■アクセス手段の多様化 

渡船場からの遊歩道 前面の砂浜 園地から海を望む 

野営場山側 野営場山側（歩道） 園地海側 

★周遊しやすい広域観光の推進 ★体験・滞在型観光の推進 

★ワーケーションの推進等    ☆日本遺産の魅力発信 

☆街並み保存の推進 ☆東西交通・交流拠点の整備などによる再生・活性化 

 

・交流人口の増加を目指したまちづくり 

・港湾機能の整備・充実，海浜レクリエーション拠点の形成 

・観光関連施設の整備等による広域的な観光・レクリエーション拠点の形成 

・複合的な土地利用を促進 

・歴史的文化遺産と地域生活とが調和 

・自然環境の保全に配慮した計画的な開発の誘導並びに海浜レクリエーシ

ョン拠点の形成 

・観光・レクリエーション拠点形成を進め，定住と交流の魅力づくりを高め

るための土地利用の推進 

【目指す姿】自然公園等施設が，身近な自然や生き物とのふれあいの場とし

て，安全で快適に県民に広く利用されている。 

【考慮すべき課題】自然公園等施設の利用者ニーズは多様化しており，ま

た，施設の老朽化が進んでいることから，県民がいつでも自然とふれあえる

よう，安全で快適に利用できる環境を確保する必要がある。 

【取組の方向性】新しい生活様式や県民のニーズを踏まえ，県民の欲張りな

ライフスタイルの実現に貢献できるよう自然公園等施設の魅力を高める。 

 

園地 
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②旧国民宿舎及び野営場の概要 

【旧国民宿舎概要】 

構    造 鉄筋コンクリート造，地下 1階，地上 4階建 

建 築 面 積 881.62㎡ 

延 床 面 積 2,448.70㎡ 

敷 地 面 積 約 4,700㎡（福山市所有，一部，国，広島県） 

宿 泊 定 員 94人 

主 な 施 設 客室 20室，食堂，大浴場，露天風呂，展望風呂，売店 

■経緯 

1960年（昭和 35年）3月 福山市国民宿舎「海浜ホテル」としてオープン 

1996年（平成 8年）4月 全面改修工事を実施 

1997年（平成 9年）4月 福山市国民宿舎「仙酔島」としてリニューアルオープン 

2006年（平成 18年）4月 指定管理者制度に移行。ベネフィットホテル（株）を選定 

2011年（平成 23年）4月 ベネフィットホテル（株）を２期目の指定管理者に選定 

2016年（平成 28年）4月 ベネフィットホテル（株）を３期目の指定管理者に選定 

2020年（令和 2年）12月 福山市国民宿舎条例を廃止する条例の公布に伴う廃止の決定 

2021年（令和 3年）4月 福山市国民宿舎条例を廃止する条例の施行に伴い閉館 

【野営場概要】 

敷 地 面 積 約 5,721㎡（広島県所有） 

管 理 者 広島県（市が管理委託を受託） 

【園地概要】 

敷 地 面 積 約 4,876㎡（広島県所有） 

管 理 者 広島県（市が管理委託を受託） 

【備考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③交通アクセス 

【一般交通アクセス】 

• 交通事業者や観光案内の HPにおいては，「飛行機」「自動車」「新幹線」を代表的な交通手段として案内し

ている。 

• 飛行機利用においては，基本的に自動車（レンタカー利用を想定），もしくは空港リムジンバスでのアク

セスとなる。 

• 新幹線利用においては，ＪＲ福山駅からバスやタクシー，自動車などでのアクセスとなる。 

• いずれの経路も仙酔島へは鞆の浦から連絡船を利用する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主要交通結節点からの仙酔島までのアクセス 

【海上アクセス】 

・民間事業者が運行するクルーズ船によって，尾道～鞆の浦間の海上移動が可能である。近年整備された尾

道駅前の桟橋より，十四日元町桟橋を経由しながら，福山市の鞆港まで１時間程度の短い船旅を提供して

いる。 

 

 

 

 

 

④インフラ施設の整備状況 

電気・通信 

・仙酔島の電気通信施設については，電柱架空方式による供給が行われている。旧
国民宿舎では屋内キュービクルを設置していることから，高圧による受電を行
い，館内利用のために低圧への変圧を行っている。 

・旧国民宿舎では，通常電源の他，非常用電源設備の確保を行っている。 

ガス ・仙酔島には都市ガスの整備は無く，プロパンガスなどによる対応が基本となる。 

上水 

・仙酔島への上水は鞆の浦から海底配水管（φ150mm）にて隣接民間ホテル，旧国民
宿舎，キャンプ場への供給が行われている。 

・旧国民宿舎近傍の給水本管はφ75㎜となっており，旧国民宿舎では受水槽を設け
て，館内への上水供給を行っていた。 

公共下水 ・仙酔島において公共下水道は未整備であり，浄化槽で処理している。 

その他施設 
（地下オイルタンク
貯留，海水ポンプ） 

・仙酔島には燃料供給用のインフラが整備されている。桟橋側の入り江付近に給油
口が整備され，そこから旧国民宿舎への引き込みにより旧国民宿舎への燃料が供
給されている。旧国民宿舎西側に地下オイルタンク貯蔵所が整備されている。 

  

・1996年（平成８年）の全面改修工事では躯体コンクリート以外の全ての改修を行っている。 

・外装等の資材におけるアスベスト調査は未実施となっている。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前では，鞆の浦と仙酔島を結ぶ渡船場の利用者数は，12 万

～14万程度で推移している。 

・旧国民宿舎の利用者数の推移をみると，近年８年間は減少傾向にあった。また，日帰り利用客（客

室，大広間・会議室，食堂，入浴等）が 13千人/年前後で推移している一方，宿泊利用が減少傾向に

あった。なお，日帰り利用者は，宿泊利用者の約 2倍程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■渡船場利用者数（往来）の推移                  ■旧国民宿舎利用者数の推移 
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路線バス（2022年 1月時点） 

【鞆線】福山駅前⇔鞆の浦 

【本数】 

平日：下り 36便，上り 37 便 

休日：下り 30便，上り 31 便  

■時刻表 尾道～鞆の浦航路（2022年 1月時点） 

尾道 出発 鞆の浦 到着 鞆の浦 出発 尾道 到着 

10：00 10：55 11：00 12：00 

13：00 13：55 14：00 15：00 
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◆申請書提出から約２～３か月（最大４か月）程度要する。 

◆環境省への事前相談後，直接環境省へ申請となる。 

◆市は，協議者として，必要な申請手続きを支援する。 

◆申請書提出からおよそ３か月程度要する。 

国立公園特別地域内で行うにあたり許可を要する行為（自然公園法第 20条第３項，一部省略） 
○工作物の新・改・増築          ○木竹の伐採 
○鉱物の採掘・土石の採取         ○野外における土石その他の物の集積 
○広告物の設置，工作物等への広告の表示  ○土地の開墾，土地の形状変更 
○水面の埋立・干拓            ○指定動物の捕獲・殺傷，卵の採取・損傷 
○指定植物の採取・損傷          ○指定区域での車馬・動力船の使用，航空機の着陸 
○工作物の色彩の変更 

 

 

①自然公園法 

・自然公園には，その風致景観の維持・保護と公園としての適正な利用の推進のための方針を示す「公園計

画（規制計画・事業計画）」及び「管理計画」が定められており，事業計画地においては，規制計画では

第２種特別地域，事業計画では集団施設地区（水辺利用区）に位置付けられている。 

・国立公園の特別地域において以下の行為を行う場合は，自然公園法に基づく許可を得る必要がある。また，

公園利用のための施設を整備する場合は，公園事業の執行認可を受ける必要がある。 

・本事業は，環境大臣の認可を受けて公園事業として実施することを想定している。公園事業の執行として

行う各種行為については，自然公園法第 20条第３項の適用を受けない。 

 

 

 

 

 

・旧国民宿舎が水辺利用区であることから，水辺の利用客が利用可能な施設とすることが必要となり，施設

整備にあたり留意すべき主な事項としては，公園管理計画に示される「管理方針」「建築物の取扱い方針」

「集団施設地区取扱い方針」「地域開発と利用のあり方」がある。 

 

 

 

 

 

②文化財保護法 

・仙酔島は名勝鞆公園に位置しているため，この公園内で現状変更や保存に影響を及ぼすような行為をする

場合は，事前に現状変更許可申請が必要となる。 

 （現状を変更する行為の例） 

 ○建築物の新築，改築，改修，除却，撤去  ○工作物の設置および撤去，仮設物の設置，テントの設置 

 ○フェンスなどの設置および撤去，工事足場の設置，看板の設置  ○木竹の伐採 など 

名称 指定 解説 

鞆公園 
（仙酔島含む） 

国名勝 

沼隈半島の南東，鞆から阿伏兎岬に至る鞆断層崖東側には，仙酔

島をはじめ，つつじ島・皇后島・弁天島・玉津島・津軽島などの

大小の島々が散在している。この地は，瀬戸内海の中でもとりわ

け美しく，江戸時代，鞆に寄泊した朝鮮通信使は，「日東第一形

勝」と賞賛している。島々はアカマツとウバメガシに覆われ，海

食崖には海食洞・仙酔層と岩脈（いずれも広島県天然記念物）が

見られ，これを探索する遊歩道も付けられている。 

 

 

 

 

③都市計画法・景観法 

・都市計画法及び関係する法規制の内容としては次のとおりであり，新規に整備する場合にはこれを遵守す

る必要がある。 

・計画地は，景観計画区域であり，建築物の新築等を行う場合には，着手日の 30 日前までに景観法に基づ

く届出が必要となるが，文化財保護法の規定により許可を受けることで，景観法に基づく大規模行為を行

う場合の届出は不要となる。 

・詳細については，「景観法第１６条の規定による大規模行為の届出に関する手引き」に基づく必要がある。 

■都市計画法及び関係する法規制内容 

準じる指定状況 法規制内容 関連 

都市計画区域 備後圏都市計画区域 （都市施設の整備は都市計画決定） 

区域区分 市街化調整区域 
※建築形態基準に係る指定数値に関連 
道路高さ制限 適用距離 20m 勾配 1.25 
隣地高さ制限 （高さ＋勾配）20m＋1.25 

用途地域 用途地域を指定しない地域 

建ぺい率 70％ 

容積率 200％ 

景観計画区域 景観計画区域 - 

立地適正化計画区域 区域内 - 

居住誘導区域 区域外 - 

※公園事業の執行として行う行為は，自然公園法第 20条第３項の規定の適用を受けない。そのため同法施行

規則第 11条の規定（許可基準）も適用されない（建ぺい率等）。 

 

・旧国民宿舎及び該当する公有地（一部県有地含む）は，福山市国民宿舎条例（平成８年条例第９号）に基

づき行政財産として使用・管理されてきたが，国民宿舎の廃館に伴い，本条例は令和３年３月末に廃止と

なっている。そのため，現在は行政財産であるが，民間事業者による跡地利活用の方針が具体化した段階

で，行政財産から普通財産に変更予定。 

・なお，福山市の普通財産の場合，福山市普通財産（不動産）貸付要領に則り，次の規定が適用される。 

項目 規定等 

貸付期間 ◆最大 30年 

制約 

◆普通財産を貸し付ける場合においては，契約に次の条件を付する。ただし，特別の事情

がある場合においては，これらの条件を省略し，又は変更することができる。 

(1)貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。 

(2)貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。 

(3)貸付財産を故意又は過失により荒廃させ，又は損傷したときその他契約に違反したと

きは，いつでも契約を解除し，損害の賠償を要求できること。 

(4)財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害

保険の保険料を含む。)を負担すること。 

(5)貸付財産を貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは，その契約

を解除することができること。 

貸付料 

（年額） 

◆基準貸付料年額＝前年度の土地評価額×相続税評価比準倍率×4／100（１円未満切捨て） 

※「前年度」とは，貸付期間の初日の属する会計年度の前年度をいう 

※土地の評価額⇒固定資産税評価額  ※相続税評価比準倍率⇒1.1（本件の場合） 

減額貸付 

◆地方自治法第 96条に基づき，適正な対価でない場合（＝無償・減額貸付を行う場合）は，

議会の議決を要する（福山市規則では原則，民間を対象とした無償・減額貸付は認めて

いない）。 

議会への付議 ◆原則，用地の貸付は不要 

４ 敷地に係る主な法規制 

５ 公有財産の利活用に係る法的制約条件等 

事業者 
協議者 

環境省 
申請 

書類・内容審査 

 

許可 

事業者 
福山市 

文化振興課 
広島県 

管理部文化財課 
 

文化庁 

申請 進達 進達 

※内容により 

文化財保護審議会

における意見聴取 

 

※内容によって 

文化財保護審議会

における意見聴取 

 

月１回開催される文化

市議会にて許可 

 

交付 交付 交付 

公園事業認可の流れ 

申請・許可交付の流れ 
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Ⅱ 旧国民宿舎の跡地活用方針（案）の検討 ２０２２年（令和４年）２月 
 

 

①コロナ禍以前の観光動向 

◆国内の観光動向 

・2010 年(平成 22 年)から新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前である 2019 年(令和元年)までの日

本人国内旅行客数をみると微減傾向であったが，１回の旅行にかける単価は上がっており，旅行消費額は

微増傾向にある。 

・訪日外国人をみると，訪日外客数及び旅行消費額はともに順調に増加していた。2012 年(平成 24 年)と

2019 年(令和元年)を比較すると，訪日外客数は約 3.8 倍，消費額は約 4.4 倍に増加しており，コロナ禍

前においては，インバウンドは今後の重要な市場として注目されていた。 

◆瀬戸内地域・鞆の浦の観光動向 

・瀬戸内地域に着目すると，2019年(令和元年)に英国「NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER」や米国「The New 

York Times」において世界で行くべき観光地のトップランクに挙げられ，大きく注目された。 

・美しい自然と歴史・生活文化が豊かな瀬戸内地域は，国内外を問わず文化に関心が高く旅行経験の豊富な

「知的旅行者」と呼ばれる層の来訪意向が高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：旅行タイプ別せとうち各県来訪意向調査（2020年 1月せとうち DMO調査） 

■日本人の瀬戸内への来訪意向 

・日本人の広島県観光客数は微増傾向にある。鞆の浦は全国放送のドラマの舞台となり，観光客数が伸びた

ものの，2016年(平成 28年)以降は減少傾向にある。 

・訪日外国人については，広島県・鞆の浦ともに 2017年(平成 29年)までは大きく観光客数を伸ばしている

が，2018年(平成 30年)以降は，広島県は横ばいで，鞆の浦は減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②コロナによる観光のあり方の変化 

◆全体概況と旅行意向 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため，2020 年(令和２年)から本格的に外出自粛要請が始まり，観光

客が前年から半減するなど観光産業は大きな打撃を受けている。広島県においても，客室稼働率が前年の

約 40％まで減少している。 

・コロナの収束にはまだ時間がかかる見通しであるが，GoTo トラベルキャンペーンなどが実施されると，

一時旅行者が増加する動きも見られた。また，行動が制限される時期が長引くにつれ，「これまで以上に

旅行に行きたい」という旅行意欲が高まる傾向がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」 

      ■客室稼働率の推移                        ■宿泊旅行者数（対前年増減率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：公益財団法人日本交通公社「新型コロナウイルス感染症流行下の日本人旅行者の動向（その 12）」 

■生活者のコロナ後の旅行意欲 

◆with コロナの旅行傾向 

 

・新型コロナウイルス感染防止

のため，居住地域内を行き先と

して検討するケースが多い。 

・広島県への宿泊旅行者は 2020

年(令和２年)から県内宿泊者

が増加し，隣県の岡山県からの

宿泊旅行者も増加している。 

・マイクロツーリズムは，コロナ

禍の旅行スタイルとして定着

しつつある。 

 

１ 社会条件等を踏まえた観光動向の整理 

１） マイクロツーリズム 

出典：JTB総合研究所「新型コロナウイルス感染拡大による，暮らしや心の変化と旅行に関する
意識調査（2021年 8月）」 

■１年間に予定・検討している国内旅行の行き先 

 

※鞆の浦の 2019年(令和元年)については，観光客数の集計方法の変更のため，参考扱いとする。  

出典：広島県「発地別総観光客数と観光消費額」 

■日本人及び訪日外国人の鞆の浦/広島県観光客数の推移 
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香川県, 35.3%

北海道, 34.5%

石川県, 34.4%

全国, 34.3%

東京都, 33.6%

沖縄県, 30.2%

大阪府, 27.8%

〔2020年稼働率〕
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Ⅱ 旧国民宿舎の跡地活用方針（案）の検討 ２０２２年（令和４年）２月 
 

 

・with コロナにおいて重視したい旅行形態について，「自然を楽しむ旅行」，次いで「地方都市を楽しむ旅

行」という調査結果が出ている【出典：JTB総合研究所「コロナ禍前と比較した 2021年の機会」】。 

・また，オートキャンプの利用人口は年々増加しており，新型コロナウイルスの影響から 2020 年(令和２

年)は前年の約 70％まで減少したが，ホテルの客室稼働率の低下よりも影響は小さく，感染拡大の予防と

して，人との距離が保たれ，密室ではなく開放的な自然に対する需要は高まっているといえる【出典：日

本オートキャンプ協会「オートキャンプ白書」】。 

・さらに，地方を求める傾向は単なる都会の密回避ということだけではなく，新型コロナウイルスの影響で

サスティナビリティに対する意識の高まりも背景にあると思われる。ブッキング・ドットコム・ジャパン

が実施したサスティナブル・トラベルに関する調査では，日本人の旅行者の約８割が「旅行においてサス

ティナビリティが非常に重要」と答えた。また，サスティナブルな旅をする予定があると答えた人につい

ては，地方も含めた旅先での「異文化理解を深めることや文化遺産の保護」に意欲をみせている人が大多

数であった。 

 

・新型コロナウイルス感染拡大以前は，「観光場所重視で宿にはこだわらない」という傾向が約 50％を占め

ていたが，コロナ後は旅行計画時に「観光することよりも，どんな宿で，どんな時間を過ごすか」を重視

する傾向が高まっている。 

・旅行における温泉ニーズは依然として高いが，コロナの影響もあり露天風呂付き客室や貸切風呂がある個

室での食事提供に対応している宿など，プライベート空間が保てる宿へのニーズが高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・テレワーク・ワーケーションの経験がある人は４割程度と昨年から増加している。観光地やリゾート地で

休暇と仕事をうまく切り替えながら行う「ワーケーション」については，「個人的に取り入れたい」，「組

織に取り入れたい」割合は 50％以上と，今後の利用拡大が期待できる結果となっている【出典：Cross 

Marketing調査「ワーケーションに関する調査」（2021年３月）】。 

 

 

 

仙酔島が抱える主な課題等を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画や観光動向，仙酔島が抱える課題等を踏まえて，本事業を進めるにあたって，原則的な定めとなる

旧国民宿舎の跡地活用の方針を整理し，妥当性を検討した。 

①仙酔島に対する基本的認識 

 

 

 

 

 

②跡地活用の基本視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

③跡地活用の方針 

 

 

  

２） 自然，地方回帰 

３） 宿重視 

出典：公益財団法人日本交通公社「国内旅行市場におけるオピ

ニオンリーダー層の意向調査」 

■旅行計画の立て方・コロナ以前と今後 

 

出典：JTB総合研究所「新型コロナウイルス感染拡大による，

暮らしや心の変化と旅行に関する意識調査」 

■国内の宿泊施設選択の重視項目 
（2020年 6月調査と 2021年 1月調査の比較） 

４） ワーケーション意向 

２ 仙酔島の主な課題認識 

●日本初の国立公園や名勝指定された景勝地であること，約５分（渡船）で来島できるアクセス性など，

島としてのポテンシャルは高いにもかかわらず，旧国民宿舎の閉館や野営場等の管理不足，遊歩道等の

劣化などから，仙酔島の魅力が十分に発信できていない。 

●ビーチで遊ぶ・滞在する来島者（子どもを連れた家族やカップル等）がいるものの，島内でゆっくりと

休憩・食事するところが未整備である。 

●瀬戸内の暮らしや豊かさが感じられるエリアは国内外からも非常に注目されており，仙酔島もそのポテ

ンシャルがあると認識しているが，そういった観光ニーズ（P4,5参照）への対応が十分ではない。 

●海水浴客を含む来島者が減少している。 

●旧国民宿舎が閉館した後，維持管理が手薄になることで施設の老朽化が加速し，景観悪化や治安維持が

懸念される。 

●瀬戸内海が広がる眺めや自然環境に恵まれた野営場等であるが，コストやノウハウ面から公営による管

理運営には限界があるため，野営場等の管理不足が顕在化し，利用者の満足度が低い状況である。 

●鞆地区での観光に留まっており，来島までに至っていない。 

●以前は海水浴や桜花見，子どもの遊び場（磯場等）など日常的に鞆町民とのつながりがあったものの，

島内環境や利用者ニーズが変化したことで，鞆町民の島に対する思いや誇りが以前に比べて希薄になり

つつある。 

●隣接しているにも関わらず旧国民宿舎と野営場等が密に連携して運用されていたとは言えず，エリアの

一体的な魅力増進には限定的であった。 

 

●官民の連携により仙酔島の更なる魅力向上 

近年，鞆の観光価値がインバウンド需要を含めて注目されつつある中，現代の観光ニーズに合わせて，

仙酔島の価値を再規定し，「瀬戸内海国立公園」及び「名勝鞆公園」としての魅力を最大限に活かして，

仙酔島及び鞆の浦のにぎわい創出に繋げる。 

●瀬戸内の観光需要等の受け皿となるような旧国民宿舎の跡地利活用 

●ポストコロナ（マイクロツーリズム，自然回帰等）やインバウンド需要の高まり等を踏まえた観光ニー

ズへの適合 

●「瀬戸内海国立公園」及び「名勝鞆公園」としての魅力の最大化 

●官民が連携した枠組みによる民間の自由な発想の事業化 

●仙酔島の活性化と鞆のまちづくりの一体性の確保 

●民間ビジネスと地域活性化の同時達成 

 

●市民や観光客等がエリアの魅力を満喫できる唯一無二の機能を創出し，対象施設のみならず鞆のまちづ

くりとの一体性や瀬戸内のエリア価値を高める事業を構想 

３ 仙酔島及び跡地活用の方向性の検証 
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Ⅱ 旧国民宿舎の跡地活用方針（案）の検討 ２０２２年（令和４年）２月 
 

④仙酔島の価値規定（跡地活用のコンセプト） 

上記の跡地活用の方針を具体化するコンセプトについて，仙酔島のポテンシャルを踏まえて設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙酔島に対する基本的認識やコンセプト等を踏まえて，以下のサービスを提供する 

①来訪者としてのメインターゲット 

 

 

 

 

 

※まずは，マイクロツーリズムの需要の受け皿となることを想定している。 

②想定している提供サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

現時点で想定する事業スキームを仮設定し，民間ヒアリング等により官民ギャップの所在を整理した。 

①対象敷地 

以下の理由から宿泊サービス（旧国民宿舎敷地）とキャンプサイト運営（野営場等）を一体で実施するこ

とを想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②実施主体 

以下の理由から民設民営を想定。 

 

 

 

 

③業務範囲 

本事業の実現に必要となる費用については，利用者からの事業収入のほか，民間事業者が資金調達を行い，

事業者の負担で実施することを想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
④契約方法 

 

 

 

 

鞆ならではの『歴史×自然』が体験できる島 

◆気軽に訪れられる絶好のネイチャーツーリズムスポット 

◆鞆の浦の文化や歴史の共有 

◆リゾートに留まらない付加価値の創出 

◆唯一無二となる魅力の創出 

 

 

５ 事業スキームの検討 

業務範囲 

提供サービス 
解体・撤去 設計業務 建設業務 維持管理業務 運営業務 

旧国民宿舎 民間・市※ ― ― ― ― 

新宿泊施設 ― 民間 民間 民間 民間 

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ― ― ― 民間 民間 

ｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ ― ― ― 民間 民間 

※旧国民宿舎の老朽化が著しく将来の安全性や景観上の問題から，原則，解体・撤去による跡地活用を想定。 

ただし，この段階においては，旧国民宿舎をリノベーションして利活用する手法を制限するものではないため，リノ

ベーションを想定している場合，民間事業者ヒアリングによってその内容を確認した。 

※旧国民宿舎の解体・撤去には，市又は民間事業者を申請者とする国庫補助金の活用を想定している。 
 

●福山市と事業者における借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 23 条に基づく事業用定期借地権設定

契約の締結を基本とし，事業期間は 10年以上 30年以内で設定する予定である。 

●事業終了時には，原則として建物を取り壊して土地を返還いただく予定である。ただし，民間ヒアリン

グの結果によってはこの限りではない（継続使用も検討）。 

●宿泊事業者・キャンプ事業者の連名（同一も可）または応募グループにおいて，宿泊事業とキャンプサ

イト事業を一体的に実施いただくことを期待している。 

●なお，キャンプ場については，県有地であることから，県と調整が必要である。 

●借地料は，福山市普通財産（不動産）貸付要領に基づき，年額の貸付料を算定する。 

 

４ 想定している提供サービス 

ユネスコ世界

記憶遺産

重要伝統的建造

物群保存地区

日本遺産

名勝

鞆
の
価
値
規
定
： 仙人も酔う島

皇室ゆかりの島

日本最初の国立

公園

アウトドア、

アクティビティ

五色岩

仙
酔
島
(鞆
)の

キ
ー
ワ
ー
ド
：

歴史

文化

自然

エ
リ
ア
ブ
ラ
ン
ド
の
方
向
性
：

●高付加価値を求める観光客 

●瀬戸内に関心の高い観光客 

●地域の魅力を満喫したい市民 

●ありふれた観光ではない日本らしさを求める訪日外国人観光客 

●『Ⅰ基本事項の整理 ２関連計画』で整理したとおり，国立公園の管理における民間ノウハウの活用を

後押しする環境省の動向があるとともに，市としては公共施設の保有量を縮減する方針を持っている。

加えて，想定するサービスの提供は，公共ではなく民間が担うことによって利用者のサービス満足度の

向上が期待できると判断したため。 

 

ア 宿泊サービス（宿泊施設の整備） 

●国立公園内の離島という環境を活かし，豊かな自然を静かに楽しむことができる 

●瀬戸内の本物の暮らしや風景，食が感じられる高付加価値※な宿泊体験ができる 

●地域の魅力を提供することによる地域ブランドの向上に貢献することができる 

●ワーケーションなど新しい働き方を体験できる 

※高付加価値・・・必ずしも施設が高級で豪華なものとは限らず，質の高いアクティビティやホスピタリティの提供，環

境保全の取組の観点等から優れていることを意味する。 

●国立公園内という立地特性を生かしたヨガやトレッキング，海でのアクティビティ等のプログラムを体

験することができる 

●日本遺産や国立公園，名勝であることを踏まえ，来島者誰もが仙酔島の歴史・自然に触れあえ，その面

白さや大切さを学ぶことができる 

●若者やファミリー層を中心に，気軽に自然の中で非日常の時間を過ごすことができる 

イ アクティビティプログラム 

ウ キャンプサイトの運営 

●宿泊及び滞在という類似サービスを提供する両事業が個々に展開されると，サービスの重複などによ

ってエリアの一体性が損なわれるため（エリアの特徴を活かした利活用を目指すため，サービス内容

や価格設定等によって両事業のすみわけが必要なため）。 

●両事業が密に連携することで効果的なアクティビティプログラムの提供が可能となるため（重複を避

けるため）。 

●一方の事業が撤退した場合，他方の事業の集客性等に影響を与え，投資回収の計画が崩れる可能性が

あることから，一体実施によってそのような撤退リスクを回避するため。 

●全国事例を踏まえると，宿泊サービスとキャンプサイト（グランピング等）の運営，アクティビティプ

ログラムの提供はサービス同士の親和性が高く，民間ノウハウによって相乗効果が期待されるため。 
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Ⅱ 旧国民宿舎の跡地活用方針（案）の検討 ２０２２年（令和４年）２月 
 

 

①調査概要 

事業化の可能性等を把握するため，次の調査を実施した。 

調査 
地元団体 

ヒアリング 
鞆町住民調査 市民調査 観光客調査 

民間事業者 

ヒアリング 

福山仙酔島活性

化対策協議会 

対象者 

日本遺産鞆の浦

魅力発信協議会

企画運営会議の

構成団体を主とし

た８団体※１ 

鞆町住民 

全世帯 

仙酔島への来訪 

経験有り 

（市民） 

仙酔島への来訪 

経験有り 

（全国） 

本事業へ投資等

が可能と思われる

事業者 

事業者：13社※２ 

協議会の委員 

実施 

方法 
対面 

アンケート配布 

(425票回収) 

WEBアンケート 

(200票回収) 

WEBアンケート 

(400票回収) 
対面 対面，書面 

目的 

・事業に対する

周知・理解を

促す 

・仙酔島及び鞆

の浦の資源を

把握 

・事業実施にあ

たり，気を付け

るべき点を把

握 

・導入機能（ﾊｰ

ﾄﾞ・ｿﾌﾄ）の検

討に活用 

・事業に対する

周知・理解を

促す 

・仙酔島及び鞆

の浦の資源を

把握 

・地元の仙酔島

への思いにつ

いて把握 

・導入機能（ﾊｰ

ﾄﾞ・ｿﾌﾄ）の検

討に活用 

・住民と観光客との意識の違いを

整理 

・早期の事業実

施を見据え，

民間事業者の

投資事業とし

ての実現性を

把握 

・整理した事業

案に対する官

民ギャップの

確認 

・本事業の説明 

・国有地の扱い

の確認 

・国立公園内に

おける宿泊事

業等の方向性

の確認 

・補助メニュー

の確認 

・導入機能の確

認等 

・仙酔島のポテ

ンシャルや課

題，ニーズ，

市民の仙酔島

への思いにつ

いて把握 

・導入機能（ﾊｰ

ﾄﾞ・ｿﾌﾄ）の検

討に活用 

・ワーケーション

の意向を確認 

・仙酔島のポテ

ンシャルや課

題，ニーズに

ついて把握 

・来訪の期待等

を把握し，ター

ゲット設定や

導入機能（ﾊｰ

ﾄﾞ・ｿﾌﾄ）の検

討に活用 

※１：鞆の浦学区まちづくり推進委員会，鞆町内会連絡協議会，鞆の浦漁業協同組合，鞆鉄道株式会社，NPO法人鞆の浦振興事

業団，アサヒタクシー（株），（公社）福山観光コンベンション協会，福山商工会議所 

※２：宿泊施設運営事業者（市内２社，市外６社），キャンプサイト運営事業者，金融機関等 

 
②調査結果  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【協議会委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境省中国四国地方環境事務所広島事務所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 鞆町住民調査 

●仙酔島のこれからのあり方で重視すべき点として，自然や景観を楽しめる場を望む声が最も多く 7 割近

くになっており，次いで，海のレジャー（海水浴など）を楽しめる場になってほしいとの意見も半数弱

あった。 

●自由回答においては，観光としての利用・観光のための整備に対する意見が最も多く，仙酔島の楽しみ

方や魅力，インフラ（遊歩道の整備含む），望む集客施設などに関する意見があった。 

●総じて，仙酔島の自然景観を活かした楽しみ方ができる場となってほしいとの意向が確認できた。 

６ 関係者への意向調査の実施 ■ 市民・観光客調査 

■ 地元団体ヒアリング 

●新たな宿泊施設を中心とした基本構想の方針について概ね理解が得られた。 

●特に，キャンプ場の利用者は多く，今後，グランピングの展開が期待されていることや，国立公園であ

ることを踏まえ，仙酔島の資源を生かした多様なアクティビティプログラム（子どもへの教育）につい

ても賛同の声が多数あった。 

●一方，事業参画する民間事業者に対しては，仙酔島の歴史・文化の尊重や自然環境の保全等，オーバー

ツーリズムとならないよう配慮を求める意見も多く，地元住民との連携を求める意見が多くみられた。 

●仙酔島の満足度調査において，市民は「現地での観光情報」「島内での移動のしやすさ」が，市民以外で

は「宿泊施設」についての満足度が低い結果であった。 

●次回仙酔島に行く際の過ごし方では，市民・市民以外ともに「自然・景観を感じながらゆったりと過ご

したい」が最も多く，次いで市民は，「宿泊施設で温泉や食，リラクゼーション等を満喫しながらゆっく

り過ごしたい」，「バーベキューやキャンプなどのアウトドアを楽しみたい」が続き，市民以外では「海

鮮などの名物を思う存分楽しみたい」「宿泊施設で温泉や食，リラクゼーション等を満喫しながらゆっく

り過ごしたい」が続き，いずれの場合においても，豊かな自然環境のなかでゆったりと過ごしたいとい

うニーズが確認できた。 

●10～30代，40代の若い世代は，海でのレジャーやアウトドアへのニーズが高い傾向がみられた。 

■ 福山仙酔島活性化対策協議会 

●展示室（自然と国立公園を紹介するもの）やセミナールーム，子どもたちが訪れた際に工作，休憩など

が可能な小規模なビジターセンターが適するとの意見を得た。 

●現在は，釣りか海水浴くらいしか遊びがないので，シーカヤック等のさまざまなアクティビティや国立

公園の歴史，瀬戸内海などが学べる場所となれば良い。 

●トレッキングも十分楽しめるため，遊歩道や登山道の整備は必要である。 

●島内の展望台からの景観は，瀬戸内海や鞆の浦を見渡す絶好の展望地点であるが，周囲の樹木の枝が成

長し，展望の妨げになる部分が多い。伸びすぎた枝の伐採を定期的に実施し，展望台を整備することで

来島者の満足度を向上させる取り組みを行ってほしいとの意見を得た。 

●仙酔島はポテンシャルがあるため，コンテンツが整備されることで，来島者の増加が期待される。 

●国民宿舎跡地は集団施設地区に立地するため，新規宿泊施設の整備・運営事業は可能である。他事例か

らも国有地に民間ホテルが建設されているケースが多いことを確認した。 

●解体・撤去費用の 1/2は環境省の上質化事業の補助金の対象に該当する。 

●跡地内に限らず，事業に必要な国有地については，民間への貸し出しも含め検討可能であるとの意向を

得た。 

●今後，国立公園への民間活力の導入が進むことが見込まれるなかで，環境省として支援するよう調整す

る。併せて，歩道の復旧等については福山市の事業と歩調を併せて実施する方向も考えられる。 
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Ⅱ 旧国民宿舎の跡地活用方針（案）の検討 ２０２２年（令和４年）２月 
 

 

民間事業者へのヒアリングにおいて，以下のとおり主な意見を聴取した。 
設 問 主な意見 

１）コンセプト及び
ターゲットにつ
いて 

仙酔島の課題やポ
テンシャル 

○瀬戸内の自然景観や自然体験，また鞆の浦の歴史なども踏まえてポテ
ンシャルは非常に高い。 

〇一方でそのポテンシャルと利用の実態（手入れ不足，単なる BBQ がで
きる場所等）に乖離があることが課題である。 

○鞆の浦までの陸路の移動が不便で，また，渡船で上陸する点が課題と
なるが，他地域との海上交通が整備できれば新たなポテンシャルとな
り得る（アイランドホッピングの可能性）。 

事業概要書に示す
コンセプトやターゲ
ット 

○概ね妥当である。 

２）提供サービス
について 

想定している提供
サービス（高付加
価値型の宿泊サー
ビス，アクティビティ
プログラムやキャン
プサイト等）の実現
可能性 

○想定している提供サービスについては概ね賛同。 
○特にアクティビティプログラムについては地域の個性を出すうえでも

重要で，特にマリンアクティビティのポテンシャルが高い。 
○キャンプ場としては，グランピングの優位性が高い。ただし，県有地

の使用条件によっては，事業に調整が生じる場合がある。 
○ワーケーションについては一部事業者において，集客に懸念があると

の意見もあった。 
〇提供サービスの一体事業化を望む。 

 
その他，考えられる

提供サービス 

○福祉のまちづくりの視点から，働きたい人だれもが働けるようなまち

づくり，その受け皿の可能性がある。 

○仙酔島だけでアクティビティをやる必要はなく，鞆で泊まった人が島

でアクティビティを体験するなど，鞆と仙酔島を繋ぐのがアクティビ

ティとなり得る。 

３）事業スキーム
について 

旧国民宿舎の整備

（解体）のほか，旧

国民宿舎の活用

（リノベーション等）

について 

○築年数が相当たっており，インフラや設備機器等の更新が必要となる

ことから，解体・撤去して新築整備することが妥当。 

○地中埋設物などが存在することから，市で実施し更地引き渡しを望む。 

○リノベーションについては，基本的なインフラや設備機器等の更新費

用は市の負担が望ましい。 

○許認可の関係から，現状の規模を超える新設は困難な中（スケールメ

リットが希薄），島という立地性から工事費が膨らむことが想定され，

その初期費用を負担してまで採算性が見込めるか懸念する。 

提供サービスを一

括して民間事業者

に任せることについ

て 

○隣接する県の野営場と一括事業として実施することが望ましい。 

○自社一社で実施が困難な場合は，該当業務が得意な事業者と組む。 

施設整備，運営（維

持管理含む）に要

する望ましい事業

期間 

○新規整備する場合，投資費用回収のためには 20年程度，できればもう

少し長いほうが良い。 

○特に定期借地権の場合，原則として更地返還する必要があるが，運営

に問題がなければ継続的な利用も可能とするスキームが望ましい。 

４）事業リスクに
ついて 

コロナ禍における

高付加価値型宿泊

事業の今後の見通

し 

○高付加価値型であれば，通常の宿泊施設と比べれば比較的コロナの影

響は小さい。 

○一部事業者からは，インバウンドの見通しが立たない中で宿泊事業の

今後の見通しはまだ厳しい。 

懸念されている事

業リスク 

○アクセスが渡船に限定されるリスクを懸念する。 

○その他リスクとして，コロナの長期化リスクに対する懸念，事業の自

由度の確保や土地特性に伴う事業費増を懸念する。 

 

 

 

 

 

 

設 問 主な意見 

５）事業スケジュ
ールについて 

観光需要の大きな

期待が見込めない

中における事業開

始時期の希望 

○竣工時期を踏まえると，コロナ終息後を見据えた投資時期でもあるの

で，公募スケジュールは遅らせる必要はない。 

○宿泊事業者の本業が打撃を受けている状況での与信判断は厳しくな

る。 

６）福山市への要
望等について 

投資判断を高める

ために，市として実

施すべき観光施策

等 

○陸路及び海路のアクセス向上の支援を望む。 

○解体費用の負担や地元住民，事業者との協力支援，固定資産税等の減

免措置，法令等の手続きにかかる支援，市の観光にかかる長期的施策

の明示等が必要である。 

鞆の浦のまちづくり

や連携の必要性 

○地元との連携は必須であり，そのための行政支援が必要（他事例で金

銭だけでなく地元との合意形成に係る部分を市も負担していただいた

ことで，事業が成功）。 

○鞆の浦のまちづくりとして，福祉的な視点から，観光業と連動しつつ

も誰もが安心して暮らし働けるようなまちづくりなど，何かとがった

ものが必要ではないか。 

法制度や手続き，

また，資金調達等

の意見，要望等 

○助成金や税金の優遇策などの情報発信を求める。 

７）本事業への関
心 

現時点における参

画意向 

○条件次第であるが関心がある事業者が複数いる一方で，宿泊施設の運

営事業者として建物整備（所有）は難しいと回答した事業者もいた。 

８）その他 
上記以外の要望や

意見 

○運営事業者が施設整備の投資リスクを負ってまで事業参画することは

難しいことから，特に施設の所有と運営の分離の余地を残す必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 民間ヒアリング 
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Ⅲ 事業の方向性 ２０２２年（令和４年）２月 
 

 

意向調査において，旧国民宿舎の跡地活用（案）の内容に対して提示された課題等（官民のニーズにギャッ

プが生じている事項）を抽出し，その解決策として，本市が取り得るリスク軽減策や事業実施条件の代替案等

（ギャップを埋めるための手段）を検討し事業の方向性をまとめた。 

①コンセプト及びターゲット 

 

 

 

 

 

 

 

②提供サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③事業スキーム 

◆整備運営主体 

 

 

 

◆整備方針 

 

 

 

 
◆参加事業者の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆契約形態 

 

 

 

 

 

 

◆事業期間 

 

 

 

 

④事業スケジュール 

 

  

１ 意向調査結果を踏まえた考察 
 

●コンセプト【鞆ならではの『歴史×自然』が体験できる島 ～中略～】については関係者（地元団体や

民間事業者等）から概ね賛同を得たことから，跡地活用は本コンセプトに沿ったものとする。 

●ターゲットについては，高付加価値を求める観光客，瀬戸内に関心の高い観光客，ありふれた観光では

ない日本らしさを求める訪日外国人，地域の魅力を満喫したい市民を基本とする。なお，コロナ禍にお

ける観光動向を踏まえ，マイクロツーリズムのニーズへの対応を検討する。 

●本事業は民間事業を前提としていることから，ターゲットについては柔軟な提案を可能とする。 

●住民等の調査では，仙酔島に期待するサービスとして，「自然や景観が楽しめる」や「宿泊施設で温泉や

食などを楽しみながらゆったり過ごしたい」，「バーベキューやキャンプといったアウトドアを楽しみた

い」という意向が多く，想定している『宿泊サービス』や『アクティビティプログラム』，『キャンプサ

イトの運営』については概ねそれらの期待に沿うものとなっている。 

●仙酔島の資源を活かしたアクティビティプログラムへのニーズが確認でき，地域の個性をうち出すうえ

では不可欠であると考える民間事業者も多く，特にマリンアクティビティを仙酔島の個性とすること

や，鞆の浦の歴史やまちづくりと連携したプログラム，仙酔島の自然景観を活用したプログラムなどが

期待される。 

●上記から，現在想定している提供サービスについて，一定の需要が確認できるとともに，民間事業者の

参加も期待できると考えられる。 

●一方で，ワーケーションとして働く，日帰り利用といった，単なる宿泊だけでない多様な滞在ニーズも

あり，『宿泊サービス』という定義がやや民間の投資（アイデア）の幅を閉ざしている可能性も確認され

た。そのため，『宿泊サービス』を『滞在型サービス』として民間事業者の事業提案を大きく捉える基本

構想とする。 

●老朽化によりインフラや設備機器等の大規模な更新が必要となることから，市の負担によって解体・撤

去した後に，民間が新築整備することが望ましい。 

 

●宿泊事業とキャンプサイト事業が分離発注されると，サービスの重複や事業間調整の負担を懸念する意

見が確認された。加えて，エリアの魅力向上だけでなく，市が求める鞆のまちづくりとの一体性や瀬戸

内のエリア価値を高める事業とするには，一体事業化が必要との意見が多数であった。また，自社一社

で実施が困難な場合は，該当業務が得意な事業者と組むことも可能との意見を得たことから，一体事業

とする方向である。 

●本事業に参加する事業者の構成は，宿泊事業者・キャンプ事業者の連名，またはこれらを構成員とする

グループでの参加が望ましい。 

●宿泊事業者については，施設の所有者と運営者が分離した運営委託（MC方式）※を可能とする。 

※運営委託（MC）方式：施設の所有と運営の事業者を分離し，施設所有企業から運営企業に運営委託契

約する方式 

●新規整備する場合，投資費用回収のためには長期間の事業期間が望ましいため，具体的な期間を市から

提示するのではなく，30年以内で事業者提案に任せることが望ましい。 

●定期借地権設定契約終了後については，更新可能とすることで継続活用できる余地も検討する。 

●宿泊を含む『滞在型サービス』に該当する部分は事業用定期借地権設定契約とする方向である。 

●野営場については，所有者である県との調整が必要である。当該地については，定期借地権設定契約で

はなく，キャンプサイトの協定等の締結を検討する。 

●野営場において，建築物の整備や料金徴収の面で課題が生じる可能性もあることから，県と適宜協議を

行う。 

 

●高付加価値型施設（宿泊サービス等）はコロナの影響が比較的少ない業態であることを確認した。 

●加えて，宿泊施設への投資事業者は現在と同じようにコロナによる甚大な影響が継続するとは想定して

おらず，コロナ終息後を見据えた投資検討が必要との見解であったことから，本事業の進行に大きな阻

害要因はない。 

●国立公園の管理における民間ノウハウの活用を後押しする環境省の動向や，民間が担うことによる利用

者のサービス満足度の向上が期待できると判断し，跡地活用については民設民営を基本とする。 

●なお，事業者から公共関与を求めるニーズは確認されなかった。 
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また，跡地活用による効果をより高めていくために，仙酔島へのアクセスや周辺の環境整備等，対

象敷地外においても次のとおり検討する必要がある。 

 
 

①業務範囲 
・事業者ヒアリング結果を踏まえ，原則として民間による新築整備とする。なお，旧国民宿舎の解体・撤去
については，市が実施し，事業者に更地で引き渡すことが望ましい。 

■費用負担者 

業務範囲 
提供サービス 

解体・ 
撤去 

設計業務 建設業務 
維持管理
業務 

運営業務 

旧国民宿舎 市 ― ― ― ― 

新宿泊施設 ― 民間 民間 民間 民間 

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ― ― ― 民間 民間 

ｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ ― ― ― 民間 民間 

※旧国民宿舎の解体・撤去には，国立公園等資源整備事業費補助金（国立公園利用拠点滞在環境等上質

化事業）の活用を想定する。 

 

②事業期間 
・旧国民宿舎跡地の借地期間は 30年以下を基本とし,事業者の提案によって引き続き検討する。 
・なお,跡地の一部に含まれている国有地及び県有地は,借地期間等の規則が市有地と異なるため,それらの
扱いについて,公募までに引き続き検討する。 

③契約方法 
・福山市と事業者において，借地借家法（平成３年法律第 90号）第 23条に基づく事業用定期借地権設定契
約を締結する。 

④借地料 
・福山市規則に基づき算出（『滞在型サービス』部分） 

⑤事業スキーム 
・以上を基本としつつ，県有地の協議を踏まえ，公募までに引き続き検討する。 
・なお，市以外の他の所管施設については，民間提案を受けて検討する。 

【宿泊事業とキャンプサイト事業を一体的に実施】 

・一体事業として公募し，宿泊事業者・キャンプ事業者の連名，または宿泊事業者・キャンプ事業者等で構
成される応募グループと定期借地権設定契約及びキャンプサイトの使用に係る協定等を締結する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 事業スキームのまとめ ２ 跡地活用方針 

※上記の事業スキームは現時点の方針であり，本内容を基本として関係者協議を進め，公募前に事

業スキームを確定させる。 

■受け入れ環境の向上 

・桟橋の機能向上（トイレ整備，照明の整備等） 

・鞆の浦・仙酔島間の定期航路以外の海上アクセスの整備 

・福山市中心部から鞆の浦への交通アクセスの充実 

■アクティビティ環境等の整備 

・展望地の通景伐採 

・トレッキングルートの整備 

・島を周回できる遊歩道，登山道等の整備 

・ビジターセンター機能の整備 

■周辺の地域・離島等との連携 

・瀬戸内海の他のエリア（周辺の離島も含む）を繋ぐ海上周遊ルートの構築 

鞆ならではの『歴史×自然』が体験できる島 
◆気軽に訪れられる絶好のネイチャーツーリズムスポット     ◆鞆の浦の文化や歴史の共有 

◆リゾートに留まらない付加価値の創出                ◆唯一無二となる魅力の創出 

◆年齢や障がいの有無にかかわらず安らげる場の提供 
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現時点で想定するスケジュールは以下の通り。 

 
 

４ 事業スケジュール（案） 

年度 事業スケジュール（案） 留意すべき主な手続き等 

2021年度 

（令和３年度） 

  

2022年度 

（令和４年度） 

 

 

 

 

2023年度 

（令和５年度） 

 

 

 

2024年度～ 

（令和６年度～） 

 

 

 

◆事業スキーム方針の庁内合意形成 
・県有地を含む契約方法の整理 
・解体・撤去費（補助金申請等）等、市の
支援等の確認、地元の合意形成 
・公募資料の作成 
・委員会設置準備、第１回委員会開催
（主に公募資料の確認） 

◆既存施設解体撤去費の予算措置 
◆補助金の申請 
◆事業者選定 
・参加資格確認  ・基礎審査実施 
・第２回委員会開催（審査・プレゼン） 
◆基本協定締結 
・議会報告等 

◆許認可申請（事業者及び市） 
・公園事業の申請 
・文化財保護法における現状変更許可申請

等 

 
既存施設 
解体・撤去 
（設計含む） 

事前準備 
調査設計 
(事業者) 

契約締結 
土地の引き渡し 

公募開始 

供用開始(事業者) 

施設建設(事業者)  
 

事業者選定 
基本協定の締結 

◆事業用定期借地権設定契約締結 
・契約内容調整 
・議会報告等 
 
 

基本構想の策定 
（事業スキームの方針） 


